
2026年 2月 12日 

   

 「求職者に対する行動規範」の制定について 

 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、2025年 2月 19日に制定した新卒採用を対象とする「採用活動にお

ける行動規範」を見直し、中途採用者を含めたすべての求職者を対象とする「求職者に対する行動規範」

を制定いたしましたので、お知らせします。 

当行は今後も、すべての求職者の皆さまに安心して就職活動を行っていただけるよう、各種ハラスメン

トの防止に努めてまいります。 

記 

1．目的 

 名古屋銀行は、すべての求職者の皆さまが安心して就職活動に取り組める環境を確保するため、

採用活動における行動規範を制定し、役職員がパワーバランス上の優位性を利用してハラスメント

を引き起こすことのないよう、役職員に対して周知徹底することを目的としています。 

 

2．「求職者に対する行動規範」の内容 

 別紙をご参照ください。 

 

3．就活ハラスメント相談窓口 

＜行内窓口＞ 

内部統制部 法務・コンプライアンスグループ 

  電子メール：recruit_harassment＠ex.meigin.co.jp 

＜行外窓口＞ 

 池田総合法律事務所 小澤弁護士・石田弁護士 

  電話：0120-77-6290 

受付時間：平日 9:00～17:30 

電子メール：meigin_recruit_harassment@ikeda-lawoffice.com 

 

以 上 

 



（別紙） 

求職者に対する行動規範 

 

名古屋銀行は、すべての求職者の皆さまに安心して就職活動を行っていただけるよう、採用活動における行動規

範を制定し、皆さまに対して役職員がパワーバランス上優位にある立場を利用して、いかなるハラスメントも引き

起こすことのないよう、周知徹底することといたしました。 

１．役職員への周知徹底 

  当行は、採用活動に携わる役職員、リクルーター、OB・OG訪問を受ける可能性のある従業員を対象にいかな

るハラスメントも引き起こすことのないよう周知徹底いたします。 

２．求職者との面談・接触に関するルール 

  当行は、求職者の皆さまと面談や OB・OG訪問を実施するに当たり、次のルールを厳守します。 

（1）面談方法 

   次のいずれかの面談方法を義務付けています。 

   ① 対面での面談  ② Web面談  ③ 社用携帯電話による通話 

（2）面談場所 

（1）のいずれの方法においても当行施設内（営業店または本部）で実施します。 

不適切な飲食店・私的空間等での面談を認めません。 

（3）時間 

（1）のいずれの方法においても当行の労働時間内に限り実施します。 

早朝・深夜・休日の個別面会の要求や誘導を禁止します。 

（4）OB・OG訪問のルール 

   従業員が求職者の皆さまより OB・OG訪問の申込を受ける際は、予め当行に報告の上、面談方法・面談場所・

時間等を取り決めます。 

   私的・個人的な勧誘（飲食・交遊等）を禁止します。 

３．ハラスメントの禁止 

 当行は、いかなるハラスメントも禁止します。 

（1）セクシュアル・ハラスメント 

   容姿・身体・恋愛・家庭に関する質問、不必要な身体的接触、採用選考を利用した不適切な要求や示唆 等 

（2）パワー・ハラスメント 

威圧的・侮辱的な言動、人格を否定する行為、不当な要求や叱責 等 

（3）その他のハラスメント 

マタニティ・ハラスメント、個人情報の不当取得、SNSを通じた不適切な接触 等 

当行役職員は、求職者の皆さまを尊重し、品位と誠実さをもって対応します。 

４．ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応 

  当行は、採用活動においてハラスメントに関する相談・報告を受けた場合、次のとおり迅速かつ適切に対応し

ます。 

（1）速やかな事実確認 

 相談内容を丁寧に確認し、必要な範囲で速やかに調査します。相談内容については秘密を厳守します。 

（2）被害者への配慮 

 心情に配慮し、不安軽減のための必要な措置（面談者変更等）を行います。 

（3）行為者への対応 

 事実が確認された場合、当該行為者に対して謝罪を含む必要な措置を行うとともに、当行就業規則に則り、

懲戒等の処分の対象とします。 

（4）再発防止 

 原因を分析し、必要に応じて規程・運用・研修を改善します。 

（5）不利益取扱いの禁止 

  相談・申告や調査協力を理由とする不利益な扱いは一切行いません。 

５．就活ハラスメント相談窓口 

 当行の採用活動におけるハラスメントに関する相談・苦情・質問は、次の窓口で受付けます。 

（1）行内窓口 内部統制部 法務・コンプライアンスグループ 

  電子メール：recruit_harassment＠ex.meigin.co.jp 

（2）行外窓口 池田総合法律事務所 小澤弁護士・石田弁護士 

   電話：0120-77-6290 

受付時間：平日 9:00～17:30 

電子メール：meigin_recruit_harassment@ikeda-lawoffice.com 

以 上 


